
別紙３ 

福岡市・北九州市 国家戦略特別区域 区域計画 

 

１ 国家戦略特別区域の名称 

「福岡市・北九州市 グローバル創業・雇用創出特区」 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

（１）～（８） 【略】 

（９）名称：特定実験試験局制度に関する特例事業 

内容：特定実験試験局制度に関する特例 

（国家戦略特別区域法第 26 条に規定する政令等規制事業） 

以下に掲げる事業者が実施する実証実験等について、特定実験試験局制

度の利用に係る申請から免許発給までの手続きを大幅に短縮し、電波を活

用した実証実験や技術開発等を促進する。 

① 株式会社スカイディスク 【平成 28 年 11 月より実施】 

② 株式会社スポーツセンシング【平成 28 年 11 月より実施】 

③ 日本コムクエスト・ベンチャーズ合同会社【平成 28 年 11 月より実施】 

④ 株式会社ロジカルプロダクト【平成 28 年 11 月より実施】 

 

３～５ 【略】 

 


